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令 和 3年 7月 23日

T060-0004
札 幌 市 中央 区北 4条 西 12丁 目 ほ くろ うビル 4階

適 格 消 費者 団 体  認 定 NPO法 人  消 費 者 支援 ネ ン ト北海 道

理 事 長  松 久  三 四彦  殿

FAX 011-221-5887

〒 ■ 07-0052
東 京 都 港 区赤 坂 2丁 目 12番 12号
Martial Arts赤 坂 溜 池 山王 ビル 5階

NN赤 坂 溜 池 法 律 事 務 所

電  話  03-6459-1993
|

FAX 03-6459-1994
パ ラカ株 式会 社代理人            |
第一東京 弁護 士会

弁護 士 成瀬  直邦 (消 費者 問題対 策委 員会委員

弁護 士  山 口 愛子

回答書

1 当職 らは、パ ラカ株 式 会社 (東 京都 港 区愛宕 2丁 目 5番 1号 代

表取締役 内藤 宇.以 下 「通知人 Jと い います。)の 代理 人 と して 、

貴法人 か らの令和 2年 10月 13口 付「再 申入れ に関す るご連絡 」

(以 下 『本書面」 といい ます )と 題 す る書面 に対 し、 以下の通 り

回答 致 します。

2 本書面 1に つ いて

(1)本 件 規 定① につ いて

今後 につい て は、通知 人 と しては、利 用 者 にわか りや

す い表示 とい うこ とで、他社 に比べて も大 きな文字 で 分

か りやす く記 載 してお りま したが、 ご指 !高 の表示 を削 除

いた しますロ

今後 につ い て は、一般 に も広 く認知 され てお ります の

で 、最大手他 社 と同 じ表示 と させ ていた だ きます。
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具体 的 な運用方法 につ いては平成 30年 9月 回答 書寵

載 の通 りです。

(2)本 件規 定② について

今 後 につ いては、通 知人 と して は、利 用者 にわか りや

す い表示 とい うこ とで、他社 に比 べて も大 きな文字 で分

か りやす く記載 してお りま したが 、 ご指 l商 の表 示 を削除

いた します。                 .
今 後 につ いては、一般 に も広 く認 知 され てお りますの

で 、最大手他社 と同 じ表 示 とさせ ていただ きます 。

具 体的 な運用方法 は平成 30年 9月 回答 菩記 戦 の通 り

です。

3 本 書面 2に つ いて

対応 を変 更済 みで あるこ との記 載 は、他社 も行 なつてお りませ

ん し、昔の表示 が一体何 だ つたのかな ど、利 用者 に無用 な混乱 を

生 じさせ るだ けだ と考 えます ので、特 に表示 はいた しませ ん。

4 本 書面 3に つ いて

平成 28年 7月 以 降に一旦 1万 円を払 つて出庫 した利 用者 につ

きま しては、連 絡 が あつた方 に対 しては 同様 の姑応 を行 なってお

ります。

また 、変更 した こ との表 示 は、他社 も行 なってお りませ ん し、

利 用者 に無用 な混乱 を生 じさせ るだ けだ と考 えます の で、
プ
特 に表

示 はいた しませ ん。

5 最 後 に

以上 の通 り、 ご回答 申 し上 げます。 通知 人 として は、本 件 につ

い て は、貴法人 か らの要請 に従 い 、誠 実かつ真摯 に対応 を させ て

い ただ き、適 法 かつ適切 な対策 を行 い終 了 した もの と考 えてお り

ます。

従 いま して 、本件 につ きま しては、本書 面 を最終 回答 と し、 こ

れ以 上 の回答 は差 し控 え させ て いただ きます ので ご理 解 の ほ どよ

ろ しくお願 い 申 し上 げます。

なお 、 ご質 問等 が ある場 合 には、引 き統 き当職 らまで ご連絡 を

いただ きます よ うにお願 い 申 し上 げますロ

以 上
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